
一人一人が思いやりをもち、誰も
が自分らしく笑顔で暮らせる登米市にしましょう。

（P48にも記載があります。）
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12.  障がい理解・啓発
しょう り  かい けい はつ



※要件があります。

所 /P55）になります。

福祉課障がい福祉係にお問

福祉課障がい福祉係にお問

その
他支援を必要とする方が対象です。

あなたの支援が必要です。
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障害者差別解消法について

令和６年４月１日から
法的義務へ

聞こえにくい人に筆談などの音声とは別の方法で意思疎通する。聞こえにくい人に筆談などの音声とは別の方法で意思疎通する。
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